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序 章 立地適正化計画の概要 

１．目的 

近年、我が国においては、人口減少や都市機能の低下、公共施設の維持更新費用の増大などが懸念

されており、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題となって

います。 

国では、地域の活力を維持するとともに、医療・福祉・商業等の都市機能を確保し、誰もが安心し

て暮らせるよう、地域公共交通と連携した「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづく

りを推進するため、2014（平成 26）年に都市再生特別措置法（2002（平成 14）年法律第 22 号）を改

正し、立地適正化制度を創設しました。 

本町においては、地域特性を踏まえた効率的かつ持続可能な都市経営を可能とするため、コンパク

ト・プラス・ネットワークの考え方により、集約型都市構造の形成を推進し、法改正により追加され

た防災指針も含めて立地適正化計画を策定します。 

なお、多摩都市モノレールの箱根ケ崎方面延伸計画（2030 年代半ば開業予定）や、新駅周辺の新た

なまちづくり、地域公共交通のあり方も含めて検討を進めます。 

 

２．位置付け 

本計画は、上位計画である第５次瑞穂町長期総合計画（R3.3 策定）、瑞穂町都市計画マスタープラン

（R3.3 策定）及び東京都の都市計画区域マスタープランに即し、各分野の関連計画との連携・整合を

図りつつ策定します。 

立地適正化計画の方針に基づく具体的な取り組みは、関連計画における個別計画・事業により進め

ます。 

 

図 立地適正化計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

  

第５次瑞穂町長期総合計画 
（東京都計画） 

都市計画区域マスタープラン 

【国の法制度・指針】 

（地方創生分野） 

・都市計画法 

・都市再生特別措置法 

・地域公共交通活性化

再生法 

・交通政策基本法 

・その他関連法制度 

瑞穂町都市計画マスタープラン 

瑞穂町の都市計画に関する 

基本的な方針 

瑞穂町立地適正化計画 

都市機能誘導区域、居住誘導区域 

の設定及び公共交通との連携方策 

【町の関連計画】 

・まち・ひと・しごと創生

総合戦略 

・国土強靭化地域計画 

・地域防災計画 

・環境基本計画 

・緑の基本計画 

・産業振興ビジョン 

・公共施設等総合管理計画 

・社会資本総合整備計画 

・その他関連計画 

整合 
踏
ま
え
る 

整合 
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３．立地適正化計画において定めるべき事項 

立地適正化計画は、都市再生特別措置法第 81 条に基づく計画であり、都市全体の観点から都市機能

や居住の立地、防災、公共交通の充実に関する包括的なマスタープランです。 

立地適正化計画では、対象とする区域のほか、立地適正化に関する基本的な方針、その他各種誘導

区域等について記載することとされています（都市再生特別措置法第 81条）。 

 

 

 

図 立地適正化計画で定める事項のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．目標年次 

本計画が目指す目標年次は、「瑞穂町都市計画マスタープラン」との整合を図り、概ね 20年後の令

和 22年度（2040 年度）とします。 

なお、定期的な計画の進捗状況を確認するとともに、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

  

【立地適正化計画の主な記載事項】 

 ・立地適正化計画の区域 

 ・立地の適正化に関する基本的な方針 

 ・居住誘導区域（都市の居住者の居住を誘導すべき区域） 

 ・都市機能誘導区域（誘導施設の立地を誘導すべき区域） 

 ・都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき誘導施設 

 ・誘導のために講ずべき施策 

 ・都市の防災に関する機能の確保に関する指針 

 ・その他、必要な事項（公共交通等に関する施策など） 

〔都市再生特別措置法 第 81 条第２項〕 

市街化区域 立地適正化計画 

=都市計画区域 

都市機能誘導区域 

医療・福祉・商業等の都市機能を中心拠点等に集

約し、これらの各種サービスの効率的な提供を図

る区域 

防災指針 

・居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都

市の防災に関する機能の確保を図るための指針 

・国土強靭化地域計画や地域防災計画防災指針等

の具体的な取組と併せて立地適正化計画に定め

るもの  

居住誘導区域 

人口減少の中でも人口密度を維持し、生活サービ

スやコミュニティが持続的に確保されるよう、居

住を誘導すべき区域 
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第１章  関連する計画や他部局の施策に関する整理 

１．上位・関連計画の把握 

「瑞穂町立地適正化計画」に関係する、町及び都の主な計画は以下のとおりです。 

１．１ 多摩部 19 都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

策定年次 令和 3年 3月 

年次目標 都市づくりの目標（2040 年代） 主要な施設などの整備の目標（2030 年） 

都市づくりの 

目標 

 

①持続的な成長を生み、活力にあふれる拠点を形成 

・社会経済情勢が更に大きく変化していく中でも、東京が、環境負荷の低減や誰もが活躍でき

る社会を実現しながら、国際的なビジネス活動をダイナミックに展開するとともに、多様な

イノベーションを創出することにより、日本の活力をリードしていく。 

 

②人・モノ・情報の自由自在な交流を実現 

・地域の特性に応じて多様な交通モードと先端技術を組み合わせ、世界一使いやすい総合的な

道路・交通ネットワークを構築する。あわせて、緑豊かな歩行者空間など道路の活用・再編

を通じた人中心の魅力の高い空間を創出し、人・モノ・情報の自由自在な移動と活発な交流

を実現する。 

 

③災害リスクと環境問題に立ち向かう都市の構築 

・長期的な視点に立った災害対策や CO２フリー社会の実現に向けた都市づくりを図ることによ

って、都民の安全・安心と、東京ならではの良好な街並みが両立した都市を目指す。その

際、感染症やウェブウィルスなど経済社会活動に対する様々なリスクへの備えにも留意して

いく。 

 

④あらゆる人々の暮らしの場の提供 

・高齢者、子育て世代、障害者などあらゆる人々が暮らしやすい場を提供するとともに、利便

性、快適性の高い働く場と居住の場との融合を図るなど、ライフスタイルや価値観の多様化

に応じて、住み、働き、憩う場を選択することができる都市を目指す。 

 

⑤利便性の高い生活の実現と多様なコミュニティの創出 

・身近な暮らしを支え合うコミュニティを基礎とした集約型の地域づくりを進め、少子高齢・

人口減少社会においても、都市経営コストの効率化を図りながら利便性の高い生活と活発な

都市活動を実現する。その際、誰もが集い、支え合う居場所・コミュニティが至る所に存在

するなど、包摂的社会形成にも留意したまちづくりを進めていく。 

 

⑥四季折々の美しい緑と水を編み込んだ都市の構築 

・豊富な緑と水やオープンスペース、歴史・文化が蓄積された庭園などの東京の資源を最大限

活用し、人々の暮らしにゆとりや潤いを与え、四季折々の美しい風景が感じられるまちづく

りを進める。 

 

⑦芸術・文化・スポーツによる新たな魅力を創出 

・成熟した社会において一層重要な役割を担う芸術・文化の力や、健康のみならずにぎわいや

観光の大きな要素にもなり得るスポーツの力を都市づくりに活用し、東京の魅力を向上す

る。 

 

⑧デジタル技術を生かした都市づくりの推進 

・デジタルトランスフォーメーションで「スマート東京」を実現する、都市全体がスマート化

して全ての人が快適に暮らし働くことができる社会を築き上げるに当たり、ＡＩやＩｏＴ、

ビッグデータ、その基盤となる情報通信ネットワークといった先端技術を積極的に活用して
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いく。 

また、リアルとバーチャルをハイブリッド化し、都市空間における体験や活動をより豊か

に、効果的にしていく。 

主要な都市計画

決定の方針 

１. 多様な住まい方・働き方を支える都市づくり 

（土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針） 

地域区分による地域特性に応じた土地利用を適切に実現するため、住宅地、業務・商業地、

工業地、複合市街地を適切に配置するとともに、必要に応じ周辺環境との調和を図りつつ、研

究・学術・ものづくりや文化・芸術など新たな視点を重ね合わせた複合的な用途の配置や住宅

地におけるにぎわいや交流の創出、サテライトオフィスなど、新たな働き方を支える複合的な

用途の配置等を誘導する。 

 

２. ゆとりある回遊性を支える都市施設 

（都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針） 

東京が高度に成熟した都市として、東京の活動を支える交通基盤の整備を着実に進めていく

とともに、ゆとりある公共空間の創出などを推進する。 

また、AI、ICT、ビックデータや次世代モビリティシステムなどの先端技術や MaaS 等の交通

サービスも生かしながら、移動の円滑化や混雑の緩和などの取組を推進し、誰もが移動しやす

い交通環境の充実を図る。 

 

３. 人が集まり、交流する、魅力と活力溢れる拠点形成 

（市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針） 

東京が高度に成熟した都市として､ゆとりある公共空間の創出などを推進するとともに、３Ｄ

都市モデルの活用などにより、都市空間の可視化や、開発行為が周辺環境へ及ぼす影響につい

てシミュレーションを行う等、AI や ICT など先端技術も活用しながら快適で利便性の高い拠点

などの整備を図る。 

 

４. 激甚災害にも負けない東京（災害に係る主要な都市計画の決定の方針） 

様々な災害から都民の生命と財産を守るためには、切迫する首都直下地震や、今後の気候変

動に伴い発生リスクが増大する大規模水害など、甚大な被害をもたらす災害に的確に対応でき

るよう新たな感染症にも配慮しながら､防災都市づくりを進める必要がある。木造住宅密集地域

における延焼遮断帯の形成や建築物の不燃化・耐震化の促進、無電柱化の推進、また、河川整

備や下水道整備、流域対策、広域避難の具体化などによる大規模水害のリスクに対応した防

災・減災対策の実施など、これまでの取組を着実に推進するとともに、大規模水害に備えた市

街地の在り方についても検討を進める。 

 

５. 緑と水の潤いある都市の構築（環境に係る主要な都市計画の決定の方針） 

東京都内においては、公園・緑地のほか都市開発による公開空地等の緑や街路樹の緑などが

増加している一方で、多摩部における大規模開発などによる樹林地や農地の減少が続いてお

り、東京都全域でのみどりの総量は減少している。都や区市町村による都市計画公園や緑地の

整備、農地や樹林地等の保全を推進するとともに、防災や都市再生など様々な施策とも連動さ

せながら、あらゆる場所でみどりを創出・保全していくことで、みどりあふれた都市を創り上

げていく。 

 

６. 四季折々の美しい景観形成（都市景観に係る主要な都市計画に関する方針） 

東京が高度に成熟した都市として､ゆとりある公共空間の創出などを推進するとともに、開発

に際し、３Ｄ都市モデルの活用による景観シミュレーションを行う等、AI や ICT など先端技術

も活用しながら周辺環境と調和の取れた景観を形成する。 
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１．２ 第５次瑞穂町長期総合計画 

策定年次 令和 3年 3月 

年次目標 令和 12 年(2030 年) 

基本目標 ■誰もが健康ですこやかに暮らせるまち 

・住民それぞれが健康の維持・増進や身体の機能を維持するため、相談や専門家等の助言を受

けられる体制づくりと健康づくりに自発的に取り組める環境を整え、健康への不安軽減や疾

病予防につとめます。 

・疾病の予防と早期発見につながるよう健康診査や検診を実施します。また、感染症の発症を

予防するための対策を推進します。 

 

■子どもたちがのびのびと育つまち 

・妊産婦、１８歳未満の子どもと家庭を支援するため、交流の促進、相談・援助、地域の子育

て関連情報の提供、講習などの充実をはかります。 

・幼稚園から認定こども園への移行など、引き続き待機児童０を継続するあらゆる施策を展開

し、良質な保育サービスをめざします。また、保護者のニーズに対応した、町内全幼稚園で

実施している預かり保育事業の継続と拡充のための支援を推進します。 

 

■豊かなこころを育むまち 

・生涯学習推進計画の施策を推進するとともに、すべての住民やグループが生涯にわたって学

べるよう多様な講座や教室を協働によって実施します。また、出前講座制度の活用や総合人

材リストの拡充につとめます。 

・コミュニティ活動の活性化のため、町内会・自治会をはじめとしたさまざまな団体の支援を

行います。 

 

■つながりと活力にあふれるまち 

・地域に密着した商店の活性化のために、地域の商店などが実施するさまざまな取組と後継者

育成などを支援します。 

・より多くの人々に観光・イベントの情報が行き渡るよう、観光ガイドブックやインターネッ

ト、ＳＮＳ、マスコミなどの多様なメディアを活用した観光情報の発信につとめます。 

 

■環境にやさしい安全・安心なまち 

・災害に強い都市の形成をはかるため、建築物の耐震性強化を推進します。 

・福生警察署との連携を強化し、犯罪抑止をはかるとともに、犯罪をさせない環境整備を推進

します。 

 

■便利で快適に暮らせるまち 

・箱根ケ崎駅やモノレール新駅において、新たなにぎわいの創出や多様な人々の交流の拠点と

して、新しい町の顔づくり、交通結節点となる地域の拠点のあり方を検討します。また、低

炭素型まちづくりの視点から快適な歩行空間と自転車が利用しやすい環境を備えた交通拠点

などの、整備について関係者などと調査研究し、整備の方向を明確にしていきます。 

・住宅の確保に配慮を要する高齢者・障がい者・子育て世帯などが、可能な限り住み慣れた地

域で住宅を確保できるよう、それぞれの実情に応じた住まい確保への支援を推進します。 

 

■総合計画の実現に向けて 

・住民や地域などが抱える問題や課題を解決するため、瑞穂町協働宣言や瑞穂町協働事業ガイ

ドラインに沿った協働の実現を推進します。 

・瑞穂町の対外的なイメージの形成や認知度の向上、地元経済の活性化、住民が町に愛着が持

てるよう、戦略的な宣伝活動（シティプロモーション）を推進します。 
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１．３ 瑞穂町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

策定年次 令和 5年 3月 

目標年次 令和 10 年(2028 年) 

将来人口推計  

総合戦略の基本

目標とデジタル

の活用 
1.時代に対応したまちづくりと地域経済の活性化 

新型コロナウイルス感染症によりＩＣＴの活用やテレワークなどの普及が一般化し、社会全

体の働き方にも大きな影響がありました。この傾向は、新型コロナウイルス感染症が落ち着い

た後でも定着するものと考えられ、新たな働き方に対応した施策を推進していきます。 

 

2.新しい人の流れをつくる 

今後は延伸と一体となった整備の方向性を明確にしていく必要があります。多摩都市モノレ

ールの延伸は、人の流れ、物の流れに変化が起こる、町にとっての大きな転換点となります。 

この多摩都市モノレールの延伸をはじめとした新しい時代の流れを活用し、産業や各地区に

おける特性が発揮できるよう、デジタル技術の有効な活用を視野に入れ、未来に向けた都市空

間の創出をはかります。 

 

3.女性が輝き、安心して子どもが育てられる環境整備 

今後は、デジタル技術の活用を含む効果的なサービスの導入についても検討を行いながら、

保護者、地域、行政や関係機関や団体と連携し、次代の担い手であるすべての子どもたちの成

長を支えあえるまちをめざします。 

そして、まちの財産である子どもたちが将来に向かって自立・協働・創造できるよう、人権

の尊重や学力の育成などといった、教育の充実に努めます。 

 

4.安心して暮らせる地域づくり 

今ある公共空間や地域資源をより有効に活用することで、それぞれの資源の持つ機能を組み

合わせたり、つなぎ合わせたりすることなどにより、住民の生活がより豊かになるとともに、

相乗効果や新たな価値が生み出されている姿をめざします。 

その実現には、様々な分野において、デジタルの力を有効に活用し、地域の個性を活かしつ

つ魅力あふれる地域づくりを行うことが重要です。 

 

☆.デジタルの力で、すべての住民に新しい価値を 

町は、全ての住民に「デジタルのメリット」という新しい価値を提供するために、デジタル

技術をより一層活用し、従来の制度の変革と住み続けたいと思う持続可能なまちになることを

めざします。 
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１．４ 瑞穂町都市計画マスタープラン 

策定年次 令和３年３月 

年次目標 令和 22 年(2040 年) 

将来都市像 
 

基本施策 【基本施策１】：交通の要衝として発展するまち 

①広域交通利便性を生かした市街地形成と企業誘致の促進 

・瑞穂町の持続的な発展のために、圏央道や国道１６号などの広域交通利便性を生かした産業

地としての瑞穂町の優位性を的確に発信し、企業誘致を促進します。 

②効率的な土地利用の推進 

・持続可能な都市づくりとまちの中心地づくりをすすめるため、各地域の土地利用動向を総合

的に勘案し、用途地域などの見直しや地区計画の活用により、効率的な土地利用を誘導しま

す。 

 

【基本施策２】：安全・安心で快適に住み続けられるまち 

①公共交通ネットワークの整備・強化 

・便利で快適に暮らせるまちをめざし、多摩都市モノレールの早期整備、ＪＲ八高線の複線化

や車両基地の整備による輸送力増強、バス交通の充実など、公共交通ネットワークの整備・

強化を関係機関に要請します。 

②市街地の基盤整備の促進 

・町民の定住促進や、子育て世代などの転入促進のために、安全・安心に暮らせる日常生活圏

を形成します。道路や公園などの基盤整備を推進し、狭あい道路＊の解消、無電柱化、自転

車・歩行者利用環境の整備や特色ある公園の整備をすすめます。 

 

【基本施策３】：多くの人が行き交い、ふれあいが育まれるまち 

①利便性と回遊性により集約する都市づくり 

・ＪＲ箱根ケ崎駅周辺を中心として、一定の広がりの中で複数の拠点に機能を集めることで利

便性を確保し、回遊性のある動線軸を活用してネットワーク化をはかり、土地利用と交通が

融合した「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方にもとづく都市づくりをすすめま

す。 

②交流拠点の形成 

・恵まれた自然環境と歴史ある建造物などが残る街並みなど地域資源を有効に活用し、人、物

を町内に呼び込むための場を創出します。また、各種公共・公益施設、生活利便施設などの

集約化をはかり、都市サービスや日常サービスの中心地として機能させていきます。 

 

【基本施策４】：豊かな自然と調和したまち 

①豊かな自然環境の保全と活用 

・狭山丘陵をはじめ、町内各所の良好な農地や平地林などの豊かな自然環境は、瑞穂町が培っ

てきた後世に残すべき「まちの財産」として、営農支援や官民による多様な取組により、そ

の保全につとめます。 

②生態系や水循環に配慮したまちづくり 

・生態系に配慮したまちづくりを行うため、町内に存在する緑や水辺空間は、動植物の生息・

生育環境として保全します。また、水循環の回復をはかるため、雨水浸透機能の向上に配慮

したまちづくりをすすめます。 
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１．５ 瑞穂町国土強靭化地域計画 

策定年次 令和 4年 3月改定 

年次目標 令和 12 年(2030 年) 

基本目標 国土強靱化地域計画は、基本法第 14 条で、「国土強靱化基本計画との調和が保たれたもので

なければならない」と規定されています。 

これを踏まえ、本計画の策定に当たっては、国基本計画および都地域計画との調和をはか

り、次の基本目標を定め、強靱化を推進することとします。 

 

事前に備えるべ

き目標 
■直接死を最大限防ぐ。 

・建築物の耐震化の推進 

住民等に対し、耐震化の必要性、各種の助成制度、家電製品・家具の転倒防止等の安全対策

等について、ハザードマップの配布、防災訓練等を通じて、周知をはかります。 

 

■救助・救急・医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康および避難生活環境を確

実に確保する。 

・物資等の備蓄・供給・輸送体制（危機対応・危機管理体制の強化） 

立川断層帯地震での最大避難者数（冬 18 時での地震発生時 11,759 人）を基準として、備蓄

倉庫の整備、物資の備蓄および定期的な更新を計画的に行います。 

 

■必要不可欠な行政機能を確保する。 

・町の危機管理能力の向上（危機対応・危機管理体制の強化） 

災害対策基本法の改正、災害教訓等に基づき、地域防災計画、各種マニュアル、業務継続計

画（BCP）の見直しを継続的に行います。 

 

■必要不可欠な情報通信機能・情報サービスを確保する。 

・防災拠点の機能充実（危機対応・危機管理体制の強化） 

長期の停電に備え、太陽光発電設備の導入、衛星携帯電話といった新たな通信機器の導入を

検討します。 

 

■大規模自然災害発生直後であっても、経済活動を機能不全に陥らせない。 

・町道等の整備と適切な維持管理 

緊急輸送道路に指定されている道路は、無電柱化に取り組みます。 

 

■生活・経済活動に必要なライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最

小限に留めるとともに、早期に復旧させる。 

・給水資器材、給水車等の確保について、東京都との連携、全国の自治体および民間事業所と

の協定締結により体制を構築します。 

 

■制御不能な複合災害および二次災害を発生させない。 

・空き家等の適正な管理、活用方法の検討 

「瑞穂町空き家等実態調査報告書」による実態を踏まえ、空き家対策のあり方について、研

究をすすめていきます。 
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１．６ 瑞穂町地域防災計画 

策定年次 令和 3年 3月改定 

基本理念 

（自助・共助・

公助） 

・「自らの生命は自らが守る」という自己責任原則による自助の考え方 

・他人を助けることのできる住民の地域における助け合いによって「自分たちのまちは自分た

ちで守る」という共助の考え方 

・この二つの理念に立つ住民と公助の役割を果たす行政とが、それぞれの責務と役割を明らか

にした上で、連携を図っていくことが欠かせないという考え方 

被害想定及び町

の災害危険性 

【水害】 

・過去の水害は残堀川からの溢

水によるものが多く、近年で

は内水氾濫による被害が増加

しており、被害発生地区は多

岐に渡っている。 

【土砂災害】 

・町内には、箱根ケ崎字浅間谷

に急傾斜地崩壊危険区域が 1 

か所指定されている他、殿ケ

谷字滝田谷津に急傾斜地崩壊

危険箇所が1 か所存在する。 

・土砂災害警戒区域は 42 か所

指定されており、うち 34 か

所に特別警戒区域が指定され

ている。いずれも丘陵や台地

を刻む谷に位置しており、谷

壁斜面が住宅に面している。 

減災目標 目標１ 建築物の全壊・焼失棟数を約 1,040 棟減少させ、死者を約 40 人減少させる。 

【目標達成のための主な対策】 

(1) 建物の耐震化 

(2) 家具類の転倒防止等対策の推進 

(3) 安価で信頼できる工法及び装置の普及促進 

(4) 初期消火・救出・救護体制の強化 

(5) 消防団活動体制の充実 

(6) 緊急地震速報の活用 

目標２ 避難者を 5,200 人減少させ、被災者の生活早期再建の道筋をつける。 

【目標達成のための主な対策】 

(1) 建物の耐震化 

(2) 被災住宅の応急危険度判定の早期実施完了 

(3) ライフラインの早期復旧 

(4) エレベーターの復旧 

(5) その他生活再建の早期化 

目標３ 帰宅困難者 34,000 人の安全を確保する。 

【目標達成のための主な対策】 

(1) 帰宅困難者の安全確保 

(2) 混乱収拾後の帰宅支援の強化 

(3) 交通機関による帰宅の支援 
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１．７ 瑞穂町公共施設等総合管理計画 

策定年次 平成 29 年 3月 令和 4年 3月改定 

年次目標 令和 22 年（2040 年） 

公共施設等の管

理に関する基本

方針 

（1）点検診断等の実施方針 

・法定点検以外にも、目視等による日常点検を強化し、日常的なパトロールや利用者・住民等

から寄せられる情報等に基づき、公共施設等の損傷や設備の異常等の早期発見に努めます。 

 

（2）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

・更新等は、利用者ニーズや更新することによるコスト面の効果を把握するとともに、建替え

による更新を検討する場合は、複合化・多機能化又は民間活力の導入を含め、新たなニーズ

にも対応できるよう身の丈にあった施設整備を目指し、町の長期的な施策を考慮した上で検

討することとします。 

 

（3）安全確保の実施方針 

・公共施設における安全確保のため、利用者の安全を最優先し、万一の事故及び災害等が発生

した時の被害を最小限にとどめることを目的として、迅速に施設等の復旧ができる体制づく

りに努めます。 

 

（4）災害対応・耐震化の実施方針 

・公共施設は、災害時には避難・救護拠点、防災拠点や援護を必要とする子どもや病人等が利

用する施設となるものが含まれることから、平成 28（2016）年度末までに防災上重要な公共

施設の耐震化は完了しています。また、インフラ施設についても施設の耐震性能の向上を図

る対策を随時実施していきます。 

 

（5）長寿命化の実施方針 

・国の「インフラ長寿命化基本計画」及び各省庁の個別計画に基づき維持管理・修繕・更新等

の実施方針を踏まえ、公共施設等の長寿命化を推進するとともに、維持管理・更新等に要す

る将来の財政負担の軽減を図ります。 

 

（6）整理統合や除却の実施方針 

・人口動向や社会情勢等を見据え、公共施設の統合や廃止が必要となった場合には、上位関連

計画である長期総合計画等を踏まえ、公共施設の適正な配置と効率的な管理運営を目指し、

必要な住民サービスを確保した上での統合・除却等を検討します。 

 

（7）総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

・公共施設の安全性の確保、長寿命化及びライフサイクルコストの縮減を図るとともに、維持

管理を総合的かつ計画的に進めていくため、庁内での体制を強化し情報共有等に努めます。 

計画の推進にあ

たっての留意事

項 

（1）広域連携の取組方針 

・近隣自治体との相互利用や共同利用等連携することで、住民サービス向上が期待できる施設

については、様々な手法を検討し、多様化する住民ニーズに対応するとともに、行政運営の

効率化を進めます。 

また、西多摩地域広域行政圏内でも、広域での公共施設の効果的な広域利用方策の検討、協

議を進めます。 

 

（2）PPP/PFI の活用方針 

・厳しい財政状況下では、公共施設等の整備等に民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用

し、財政負担の軽減、行政の効率化を図ることが重要です。町の特性等を踏まえ、新たなア

ウトソーシングのひとつとして研究を継続します。 

指定管理者制度は導入済であり、直営施設にあっても、部分的な業務を対象とした制度の適

用等も幅広い視点から検討しています。 
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１．８ 瑞穂町工業振興計画 

策定年次 令和 3年 4月 

年次目標 令和 13 年(2031 年) 

将来像 

 

 

基本方針 （1）デジタル化・DX およびイノベーションの創出 

５G等新たな基盤整備やＡＩ・ＩｏＴ・ビッグデータ等の活用が加速する中で、工業のデジ

タル化・ＤＸへの対応をこれまで以上に推進し、生産性と付加価値を高め、競争力の強化をは

かります。また、町の小規模事業者や中小企業等が持続的に成長し、より高い工業力を創出す

るには、イノベーションを興し続けることが重要となります。こうしたイノベーションを興す

⼟壌の創出に向け、多様な主体が意見や情報を交換し、共同で課題解決をはかれる環境ができ

るよう、さまざまなネットワークの構築・強化に努めます。とりわけ東京都が推進する多摩イ

ノベーションパーク構想を踏まえ、業種や分野の枠を超えたイノベーションの創出を促進しま

す。 

 

（2）経営基盤の強化と活力ある工業基盤の構築 

経済のグローバル化の進展等、国際間で競争が激化する厳しい状況の中で、瑞穂町の強みと

なっている工業分野においても、町内の事業者が存続し成長していけるよう、経営基盤の確

立・強化に取り組みます。 

 

（3）未来を担う人づくり 

少子高齢化等により従業者や技術後継者の確保が課題となる中、新規就業者の確保機会の創

出や担い手の育成に取り組み、人材の確保・定着支援を進めます。 

 

（4）工業分野におけるプロモーションの推進 

瑞穂町の高い工業力を象徴するような製品や技術力は、町にとってもブランド力の発信とな

り、産業のあらゆる分野で波及効果を促すこととなります。そのため、工業分野におけるプロ

モーションやみずほブランドの拡充に積極的に取り組み、町の工業力を町内外に発信し、町全

体で工業振興を底上げします。今後も、地域経済の活性化に向けて、多彩な地域資源を活用し

た新たな魅力創出をはかり、工業振興の側面から、町全体の産業振興につながるよう取り組み

ます。 

重点プロジェク

トの展開 
①デジタル化・DX の取組促進 

②イノベーションの創出に向けたまちづくりの推進 

③新製品・新技術の開発支援 

④企業誘致の推進 

⑤事業承継の促進 

⑥人材育成の取組への支援 

⑦町の工業力の情報発信・PR 
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１．９ 瑞穂町産業振興ビジョン 

策定年次 令和 3年 11 月 

年次目標 令和 12 年(2030 年) 

将来像  

基本方針 

（1）産業のデジタル化とイノベーションの創出 

農業、商業、工業の分野においてAI・IoT・ロボット・ビッグデータ・５Ｇ等の活用が加速す

る中で、デジタル化への対応を促進し、最先端技術の活用により付加価値及び生産性の向上に

より、競争力の強化をはかります。また、これまで培われてきた熟練技術の技術承継において

も、デジタル技術の活用を促進します。 

産業間、企業間及び産学官金等の多様な人材の交流・連携を促進し、さまざまな事業課題の

解決をはじめ、新たな産業、イノベーションの創出に努めます。また、東京都が推進する多摩

イノベーションパーク構想を踏まえ、業種や分野の枠を越えた連携によりイノベーションの創

出を促進します。 

 

（2）経営基盤強化による「経営力」の向上 

町内企業の大多数を占める中小企業・小規模企業者及び農業者が持続的に発展していけるよ

う「経営力」の向上をはかるため、設備投資支援や経営相談、販路開拓支援等、さまざまな支

援策の積極的な活用を促進します。 

また、製造業においては、デジタル技術の導入、新製品・新技術の開発、人材育成等「経営

力」強化への取り組みを促進するため、新たな支援策について検討し、導入します。 

 

（3）まちづくりと一体となった活力ある産業構造の構築 

現在、多摩都市モノレールの箱根ケ崎方面への延伸に向けた取り組みが具体化してきてお

り、延伸と一体となったまちづくりが進められる中、新たな活力を創出する産業地形成が必要

となっています。また、圏央道、国道 16 号等広域交通利便性の高い立地を活かして、企業が魅

力を感じ進出しやすい立地条件と交通環境の整った産業地づくりを進めることで企業誘致につ

なげるとともに、インキュベーション機能も付加した起業支援をはじめ、事業承継支援や新た

な雇用の場の創出をはかりながら、活力ある産業構造の構築をめざします。 

 

（4）未来を担う人づくり 

人口減少、少子高齢化が進む中、長期的な視点を持って、未来の瑞穂町を担う人材育成をは

かるため、さまざまな取り組みを推進します。 

また、就労機会の確保や技術向上の支援により就労環境を整備することによって、町内経済

の維持・拡大をはかります。 

さらに、未来の担い手となりうる子どもたちに対して、農業体験や工場見学等町内資源を活

用したさまざまな取り組みを展開し、町の産業理解促進に努めます。 

 

（5）多彩な資源を活かしたみずほの顔づくり 

瑞穂町では、狭⼭丘陵の豊かな自然環境や景観が保全され、野⼭北・六道⼭公園やさやま花

多来里の郷等には年間を通じて多くの観光客が訪れています。また、産業まつりをはじめとす

るさまざまなイベントにおいても多くの交流人口でにぎわいをみせています。さらなる地域の

活性化に向けて、多彩な地域資源を活用した新たな魅力を創出し、地域経済の活性化と一体と

なった観光の振興をはかります。瑞穂町らしい魅力的な「顔」をつくりだすことで、町の魅力

をより一層内外に発信し町のブランド力を高めていきます。 
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１．１０ 瑞穂町道路整備方針 

策定年次 令和 5年 3月 

年次目標 令和 14 年(2032 年) 

道路の将来像  

道路整備の基本

理念及び基本目

標 

 

将来の道路網 
（1）主要幹線道路 

国道１６号については、福生３・４・１０号（東京環状線）の暫定整備箇所の早期完成を国

に要望するとともに、整備後の道路環境の保全を国に要望します。 

新青梅街道については、拡幅により渋滞緩和を図り円滑な道路交通の確保を都に要望しま

す。 

 

（2）幹線道路 

外環状道路として都道１７９号所沢青梅線を、都市内の幹線道路として都道１６６号瑞穂あ

きる野八王子線を、また JR 箱根ケ崎駅から羽村市方面へつながる都道１６３号羽村瑞穂線と、

圏央道へのアクセス機能を担う青梅３・４・１３号（青梅東端線）を幹線道路に位置づけ、主

要幹線道路や地区幹線道路との連携による円滑な道路交通の確保を図ります。 

 

（3）地区幹線道路 

地区幹線道路として、主要幹線道路および幹線道路を除く、市や町を結ぶ道路を位置付けま

す。既成市街地の都市計画道路については、整備に向けた取組みを長期的に進めます。新市街

地においては、土地区画整理事業などの面整備事業などとあわせ、土地利用と融合した道路整

備を進めます。 

 

（4）生活道路（主要な道路） 

生活道路（主要な道路）は幹線道路や地区幹線道路を補助し、地区内の自動車交通のサービ

スを受け持つ道路であるとともに、歩行者・自転車・車いす等が安全に通行できる道路として

います。生活道路（主要な道路）の整備は、関連する基盤整備事業の契機など、その機会を捉

えて整備を進めていきます。 

 

（5）生活道路 

生活道路の整備は、沿道地権者からの要望や、狭あい道路改善の必要性及び関連する基盤整

備事業の契機など、その機会を捉えて整備を進めていきます。 
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第２章  本町の現状分析 

１．人口・世帯動向等の整理 

１．１ 人口・世帯数 

 

 

 

▶ 令和 2年の国勢調査における人口は 31,765 人で、平成 17年をピークに減少が続いています。 

▶ 世帯当たり人員は令和 2年で 2.44 人／世帯と減少傾向にあります。 

 

図表 人口、世帯数の推移 

 

出典：国勢調査 

 

  

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

(1985年) (1990年) (1995年) (2000年) (2005年) (2010年) (2015年) (2020年)

人 口 （ 人 ） 27,033 30,967 32,714 32,892 33,691 33,497 33,445 31,765

総 世 帯 数

（ 世 帯 ）
7,433 9,347 10,367 10,757 11,837 12,369 13,192 13,017

世帯あたり人員

（ 人 ／ 世 帯 ）
3.64 3.31 3.16 3.06 2.85 2.71 2.54 2.44

瑞穂町

本町の人口は平成 17 年をピークに、それから減少傾向に 
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１．２ 年齢別人口 

 

 

 

▶ 令和 2年の年少人口（15歳未満）は 3,443 人、構成比は 10.8％となっており、平成 2年以降、

減少傾向にあります。 

▶ 令和 2年の生産人口（15歳から 64歳）は 18,609 人、構成比は 58.6％となっており、年少人口

と同様に減少傾向にあります。 

▶ 令和 2年の老年人口（65歳以上）は 9,517 人、構成比は 30.0％となっており、平成 2年以降、

増加を続けています。 

 

図表 年齢別人口の推移 

 

出典：国勢調査 

※年齢不詳があるため、構成比の合計値が 100％とならない箇所がある 

 

  

15歳未満

(人）

構成比

（%）

15歳以上

65歳未満

(人）

構成比

（%）

65歳以上

（人）

構成比

（%）

昭和60年 (1985年) 6,624 24.5% 18,379 68.0% 2,025 7.5% 27,033

平成２年 (1990年) 6,187 20.0% 22,136 71.5% 2,573 8.3% 30,967

平成７年 (1995年) 5,667 17.3% 23,744 72.6% 3,303 10.1% 32,714

平成12年 (2000年) 5,216 15.9% 23,238 70.6% 4,336 13.2% 32,892

平成17年 (2005年) 5,025 14.9% 22,730 67.5% 5,721 17.0% 33,691

平成22年 (2010年) 4,650 13.9% 21,736 64.9% 7,067 21.1% 33,497

平成27年 (2015年) 4,105 12.3% 20,434 61.1% 8,702 26.0% 33,445

令和2年 (2020年) 3,443 10.8% 18,609 58.6% 9,517 30.0% 31,765

年少人口 生産年齢人口 老年人口

総人口

（人）

少子高齢化が進行している 
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１．３ 地区別人口密度 

 

▶ 平成 27 時点の地区の人口密度を 100ｍメッシュでみると、用途地域に人口が集中しており、特

に箱根ケ崎駅の東側、国道 16号西側などに人口密度 40人／ha 以上の箇所が多くみられます。 

 

図 人口密度（平成 27 年 総人口） 

 

資料：国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール」ver2.0 より作成 

※人口メッシュの作成にあたっては「将来人口・世帯予測ツール」により、土地利用上「建物用地」となっているメッ

シュに対し、小地域人口を機械的に配分しているため、実態とは異なる箇所がある。 
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２．土地利用・開発動向の整理 

２．１ 土地利用現況 

▶ 町の土地利用比率は、平成 29 年時点で自然的

土地利用が 37.4％、都市的土地利用が 62.6％と

なっており、狭山丘陵を含む林野が 19.6％、次

いで田・畑・樹園地等 15.9％の順に多くなって

います。 

▶ 町内の商業集積は新青梅街道沿道と国道 16 号

沿道にみられます。また、工業系の用途地域に

大規模商業施設が立地しています。 

表 土地利用比率 

図 土地利用現況 

 

出典：多摩部土地利用現況調査 

  



18 

 

３．都市交通の現状と動向の整理 

３．１ 鉄道 

 

▶ 町の玄関口であるＪＲ箱根ケ崎駅（八高線）の 1 日当たり乗車人員は、ほぼ横ばいでしたが、

令和 2 年で大きく減少し、4,000 人/日を大きく下回っています。（ただし、令和 2 年は新型コロ

ナウイルス感染症の流行による影響が大きいと考えられます。）その後、令和 3 年では増加傾向

となっています。 

 

表 箱根ケ崎駅の 1 日当たり乗車人員 

 

 

出典：ＪＲ東日本 

 

  

1日当たり乗

車人員

平成26年

(2014年)

平成27年

(2015年)

平成28年

(2016年)

平成29年

(2017年)

平成30年

(2018年)

令和元年

(2019年)

令和2年

(2020年)

令和3年

(2021年)

箱根ケ崎駅 4,372 4,419 4,395 4,408 4,490 4,384 3,258 3,620
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３．２ バス 

▶ 町内のバス路線は箱根ケ崎駅を中心に、放射状に路線バス等が運行しています。 

▶ 鉄道駅とバス停の誘致圏からみた公共交通の人口カバー率は 84.9％となっています。 

▶ 用途地域内の一部にも、公共交通が存在しないエリア（公共交通空白地域）がみられます。 

 

表 バス停とバス路線の状況 

 

資料：都市計画基礎調査 

※鉄道駅から 800ｍ、バス停から 300ｍの指標は「都市構造の評価に関するハンドブック（国交省）」を参考とした 

 

 

  

公共交通人口カバー率：84.9％ 

平成 27年総人口：33,445 人  カバー人口：28,393 人 
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４．都市機能の現状の整理 

４．１ 都市機能増進施設の整理 

コンパクトシティの形成を目指すにあたっては、人口減少社会においても町民生活、都市活動等の

持続性が確保される都市構造を目指していくことが重要になります。 

ここでは現在の日常生活の利便性に貢献する都市機能施設について、立地状況を把握します。 

 

表 対象とした都市機能施設 

  分類 施設 出典 

１．介護・福祉施設 

障害者福祉施設 ・町 HP「施設一覧」 

・ｉタウンページ等 福祉施設 

施設介護 

在宅介護 

特別養護老人ホーム 

地域包括支援センター 

２．子育て支援施設 

保育園 ・町 HP「施設一覧」 

・ｉタウンページ等 幼稚園 

こども園 

児童館 

子育て支援センター 

３．教育施設 

小学校 ・町 HP「施設一覧」 

・ｉタウンページ等 中学校 

高等学校 

４．文化施設 

文化施設 ・町 HP「施設一覧」 

 体育施設 

図書館 

公民館 

コミュニティセンター 

５．商業施設 

ホームセンター ・ｉタウンページ等 

スーパーマーケット 

コンビニエンスストア 

ドラッグストア 

６．医療施設 
病院 ・町 HP「施設一覧」 

・ｉタウンページ等 診療所 

７．金融施設 

郵便局 ・ｉタウンページ等 

信用金庫 

農業協同組合 
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（１） 介護・福祉施設 

 

介護・福祉施設の分布状況は以下のとおりです。 

 

図表 介護・福祉施設の分布 

 

※施設から 800ｍの指標は「都市構造の評価に関するハンドブック（国交省）」による徒歩圏を参考とした 

 

  

人口カバー率：83.5％ 

平成 27年総人口：33,445 人  カバー人口：27,927 人 
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（２） 子育て支援施設 

 

子育て支援施設の分布状況は以下のとおりです。 

 

図表 子育て支援施設の分布 

 

※施設から 800ｍの指標は「都市構造の評価に関するハンドブック（国交省）」による徒歩圏を参考とした 

 

  

人口カバー率：89.8％ 

平成 27年総人口：33,445 人  カバー人口：30,037 人 
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（３） 教育施設 

 

教育施設の分布状況は以下のとおりです。 

 

図表 教育施設の分布 

 

※施設から 800ｍの指標は「都市構造の評価に関するハンドブック（国交省）」による徒歩圏を参考とした 

 

  

人口カバー率：78.8％ 

平成 27年総人口：33,445 人  カバー人口：26,359 人 
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（４） 文化施設 

 

文化施設の分布状況は以下のとおりです。 

 

図表 文化施設の分布 

 

※施設から 800ｍの指標は「都市構造の評価に関するハンドブック（国交省）」による徒歩圏を参考とした 

 

  

人口カバー率：92.1％ 

平成 27年総人口：33,445 人  カバー人口：30,789 人 
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（５） 商業施設 

 

商業施設の分布状況は以下のとおりです。 

 

図表 商業施設の分布 

 

※施設から 800ｍの指標は「都市構造の評価に関するハンドブック（国交省）」による徒歩圏を参考とした 

 

  

人口カバー率：99.5％ 

平成 27年総人口：33,445 人  カバー人口：33,283 人 
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（６） 医療施設 

 

医療施設の分布状況は以下のとおりです。 

 

図表 医療施設の分布 

 

※施設から 800ｍの指標は「都市構造の評価に関するハンドブック（国交省）」による徒歩圏を参考とした 

 

  

人口カバー率：70.1％ 

平成 27年総人口：33,445 人  カバー人口：23,439 人 
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（７） 金融施設 

 

金融施設の分布状況は以下のとおりです。 

 

図表 金融施設の分布 

 

※施設から 800ｍの指標は「都市構造の評価に関するハンドブック（国交省）」による徒歩圏を参考とした 

 

  

人口カバー率：80.9％ 

平成 27年総人口：33,445 人  カバー人口：27,056 人 
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５．防災面から見た現状の整理 

 

▶ 町で発生する風水害は、梅雨前線、台風等による水害が多くを占める。過去の水害は残堀川か

らの溢水によるものが多くなっています。 

▶ 土砂災害警戒区域は 42 か所指定されており、うち 34 か所に特別警戒区域が指定されています。

いずれも丘陵や台地を刻む谷に位置しており、谷壁斜面が住宅に面しています。 

 

図 残堀川浸水予想区域及び水害被害実績 

 

資料：瑞穂町地域防災計画（令和 3 年 3 月） 
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６．経済、財政、地価の現状の整理 

６．１ 農業 

 

▶ 令和 2 年（2020 年）の総農家数は 338 戸で、平成 12 年（2000 年）から 218 戸（39.2％）減少

しています。 

▶ 令和 2 年（2020 年）の耕地面積は 140ha で、平成 12 年（2000 年）から 127ha（47.5％）減少

しています。 

 

図表 農家数、耕地面積の推移 

 

資料：農林業センサス 

 

  

総農家

総数

平成12年 (2000年) 556 327 229 267

平成17年 (2005年) 473 240 233 223

平成22年 (2010年) 452 203 249 194

平成27年 (2015年) 399 141 258 160

令和2年 (2020年) 338 115 223 140

瑞穂町

農家数(戸）

耕地面積

（ha）

販売農家

総数

自給的

農家

農家数、耕地面積ともに減少傾向 
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６．２ 商業 

 

▶ 令和 3 年（2021 年）の商店数は 309 店舗で、平成 9 年（1997 年）から 75 店舗（24.5％）減少

していますが、一方で令和 3 年（2021 年）の従業者数は 3,164 人で、平成 9 年（1997 年）か

ら 345 人（12.2％）増加しています。 

▶ 令和 3 年（2021 年）の年間商品販売額は 107,289 百万円で、平成 9 年（1997 年）から 13,720

百万円（14.6％）増加しています。 

 

図表 商店数、従業者数、年間商品販売額の推移 

 

資料：商業統計調査、経済センサス活動調査 

 

  

商店数 従業者数 年間商品販売額

（店） （人） （百万円）

平成９年 (1997年) 384 2,819 93,569

平成11年 (1999年) 375 2,599 73,352

平成14年 (2002年) 399 3,293 81,735

平成16年 (2004年) 397 3,189 88,900

平成19年 (2007年) 363 3,420 103,661

平成24年 (2012年) 255 2,632 101,425

平成26年 (2014年) 311 3,282 117,140

平成28年 (2016年) 306 3,281 120,195

令和3年 (2021年) 309 3,164 107,289

瑞穂町

商店数、従業者数、年間商品販売額ともに増加傾向から減少傾向へ 
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６．３ 工業 

 

▶ 令和2年（2020年）の事業所数は209事業所で、若干増減を繰り返しつつも、平成24年（2012

年）から 3事業所（1.4％）増加しています。 

▶ 令和 2 年（2020 年）の従業者数は 6,478 人で、平成 24 年（2012 年）から 663 人（11.4％）増

加しています。 

▶ 令和 2 年（2020 年）の製造品出荷額は 505,192 百万円で、平成 24 年（2012 年）から 191,239

百万円（60.9％）増加しています。 

 

図表 事業所数、従業者数、製造品出荷額の推移 

 

資料：工業統計調査 

 

  

事業所数 従業者数 製造品出荷額

（所） （人） （百万円）

平成24年 (2012年) 206 5,815 313,953

平成25年 (2013年) 204 6,344 355,312

平成26年 (2014年) 211 6,407 410,770

平成27年 (2015年) 212 6,134 304,304

平成28年 (2016年) 206 6,659 574,981

平成29年 (2017年) 203 6,771 583,399

平成30年 (2018年) 207 6,686 591,853

令和元年 (2019年) 197 6,536 519,498

令和2年 (2020年) 209 6,478 505,192

瑞穂町

長期的にみると、事業所数は減少傾向、従業者数と製造品出荷額は増加傾向 
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６．４ 財政 

（１） 歳入・歳出 

 

▶ 本町の財政状況（一般会計）は、令和 3 年（2021 年）度の歳入が約 17,456 百万円、歳出が約

16,760 百万円となっています。 

▶ 近年の傾向を見ると、令和 3年（2021 年）度において、歳入歳出とも減少しています。 

 

表 歳入歳出の推移 

 

 

 

資料：瑞穂町ホームページ 

  

（単位：千円）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

6,651,562 6,572,823 6,780,365 6,730,219 6,739,676 6,492,738

125,123 127,692 118,848 204,436 202,265 198,901

399,239 557,948 511,026 283,369 410,178 455,620

63,587 63,664 72,336 46,292 32,209 31,523

231,783 236,427 236,533 219,398 194,038 195,450

784,653 837,095 1,050,395 1,833,641 926,606 956,483

8,255,947 8,395,649 8,769,503 9,317,355 8,504,972 8,330,715

93,143 76,550 64,754 53,268 45,815 213,591

1,489,698 1,735,584 1,718,812 2,154,552 5,709,250 3,619,041

600,000 850,000 1,137,800 1,576,100 732,800 552,959

2,121,611 2,338,775 2,201,269 2,388,883 2,463,033 2,501,743

773,787 782,632 667,669 639,037 782,617 842,633

78,613 78,163 78,827 79,555 80,125 81,364

990,417 967,562 973,929 1,231,852 1,110,274 1,314,123

6,147,269 6,829,266 6,843,060 8,123,247 10,923,914 9,125,454

14,403,216 15,224,915 15,612,563 17,440,602 19,428,886 17,456,169

■一般会計歳入決算額の推移

合計

地方消費税交付金

区分

自

主

財

源

地 方 譲 与 税

その他の交付金

小　　計

依

存

財

源

繰　入　金

小　　　計

地方交付税

国庫支出金

町　債（地 方 債）

県 支 出 金

使用料・手数料など

瑞穂町

町　税（地 方 税）

諸　収　入

繰　越　金

分担金・負担金

（単位：千円）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

4,878,152 4,880,737 5,025,010 5,236,760 5,556,646 6,072,285

548,059 562,430 500,614 498,385 516,027 550,239

1,878,163 2,387,649 2,889,826 4,761,590 6,248,332 2,877,045

1,513,024 1,756,590 1,602,507 1,319,752 1,561,054 1,996,888

2,482,031 2,668,528 2,742,267 2,605,644 2,208,826 2,371,763

76,826 93,910 55,496 65,798 77,541 68,524

1,417,043 1,400,803 1,521,135 1,473,924 1,538,014 1,781,643

132,234 132,301 131,536 144,061 131,727 143,082

0 0 0 0 0 0

668,564 578,452 607,086 665,482 787,974 563,850

167,952 169,072 167,402 166,747 162,930 145,762

83,220 83,417 86,315 92,281 184,194 189,794

0 0 0 0 0 0

13,845,268 14,713,889 15,329,194 17,030,424 18,973,265 16,760,875

■一般会計歳出決算額の推移

瑞穂町

区分

民　生　費

公　債　費

総　務　費

教　育　費

土　木　費

農林水産業費

衛　生　費

労　働　費

合計

諸 支 出 費

消　防　費

議　会　費

商　工　費

災害復旧費

総務費と土木費が増加傾向 
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７．人口の将来見通しに関する分析 

７．１ 将来人口の予測 

 

▶ 国立社会保障・人口問題研究所による「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」

では、本町の人口は令和 27（2045）年に、約 25,000 人まで減少する（平成 27 年度から約 3 割

減）と推計されています。 

▶ 人口減少がこのままで推移した場合、生活関連サービス機能の縮小、税収減による行政サービ

ス水準の低下、地域公共交通の撤退・縮小、空き家・空き店舗・工場跡地・耕作放棄地等の増

加、地域コミュニティの機能低下など、持続可能なまちづくりを進めるうえで、さまざまな影

響があることが想定されます。 

 

図 将来人口の推移 

 

資料：瑞穂町まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和 5 年３月） 
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７．２ 地域別の将来人口 

 

▶ 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」によ

る推計結果を人口メッシュに展開した図を以下に示します。 

▶ 令和２年から年次が進むにつれて、用途地域内でも人口密度が減少する箇所がみられます。 

 

 

図 地区別将来人口（令和 2（2020）年） 

 

資料：国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール」ver2.0 より作成 
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図 地区別将来人口（令和 22（2040）年）（都市計画区域） 

 

資料：国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール」ver2.0 より作成 

 

 

（参考）平成 27 年人口 

 

  

多摩都市モノレール 

モノレール延伸に伴う人口予想

は反映されていません。 
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８．都市構造上の課題の分析 

 

８．１ 都市モニタリングシート・レーダーチャート分析 

 

▶ 本町における都市構造の特性を把握するため、国土交通省「都市構造の評価に関するハンドブッ

ク」を参考に、医療、福祉、商業等の都市機能、公共交通等と人口の関係を類似都市と比較検討

し、偏差値レーダーチャートを作成しました。 

▶ このレーダーチャートは三大都市圏（東京・埼玉・神奈川・愛知・大阪）の市町村の平均値を 50 

として、瑞穂町との差を表現しています。 

▶ 三大都市圏の平均値より、評価の低い項目として、商業施設、公共交通、公園緑地などの項目が

あがっています。 

 

 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

人口密度

10年変化率(H27/H18)
医療施設の

徒歩圏人口カバー率

商業施設の

徒歩圏人口カバー率

駅またはバス停留所の

徒歩圏人口カバー率
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歩道整備率

公園緑地の

徒歩圏人口カバー率

最寄り緊急避難場所

までの平均距離

空家率

市街化区域の

平均住宅地価

財政力指数

市民一人当たり

の税収額

瑞穂町 平均50ライン（三大都市圏）

三大都市圏平均より評価が低い項目 

※ 

※空家率は、平均より低いほど評価が高い指標 
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８．２ 分野別の課題 

現況特性、都市構造評価、人口の将来見通し等を踏まえ、立地適正化計画の策定における課題を

整理します。 

 

【人口・世帯に係る課題】 

■高齢者や子育て世代の暮らしを支援するまちづくりの推進 

■市街地における人口密度の維持、市街地のスポンジ化の抑制 

 

【公共交通に係る課題】 

■利用しやすい公共交通体系の整備 

■公共交通の利用促進に向けた施策の推進 

 

【都市機能施設に係る課題】 

■日常生活に必要な都市機能・施設の適正な配置・誘導 

 

【災害等の安全性に係る課題】 

■災害リスクを軽減する市街地づくりの検討 

■防災対策、避難誘導対策を踏まえた居住や都市機能誘導の検討 

 

【財政の健全性に係る課題】 

■財政の健全性の維持、安定した財政運営の継続 

 

８．３ 立地適正化計画における課題 

都市モニタリングシート・レーダーチャートによる分析、分野別の課題を踏まえ、立地適正化計画

の策定における課題を整理します。 

 

【課題①】中心拠点の人口密度の維持と生活サービス機能の充実 

○市街地の人口密度の低下の抑制 

○中心拠点に立地する都市機能の維持と集約 

【課題②】自然災害に強いまちづくりによる安心安全な暮らしの実現 

○市街地の災害リスクの軽減 

〇自助・共助などで自然災害に強いまちづくり 

【課題③】地域拠点の生活環境の向上と公共交通サービスの維持 

○高齢者の移動手段となる公共交通サービスの確保、利用促進 

○少子高齢化の進行へ対応する町民の暮らしやすさの向上 
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第３章  まちづくりの方針 

１．まちづくりの基本方針 

現状及び将来見通しに基づく課題への対応や、上位計画における基本目標の実現などの観点から、

立地適正化計画におけるまちづくりの基本方針を以下に設定します。 

（案） 

基本方針１ あらゆる年代の人々が交流する定住都市づくり 

町民の世代に関わらず、すべての人が交流し、生きがいを持って定住できる都市基盤の形

成を目指します。 

子育て世代などの若年層が、本町への魅力を感じ、豊かな生活環境の中で生活することが

できる環境づくりを目指します。 

高齢者が日常生活において、健康づくりや生きがいづくりなど、充実した生活を送ること

ができる環境づくりを目指します。 

 

基本方針２ 新しい時代に対応したコンパクトな都市づくり 

町の中心地やその周辺の生活拠点は、それぞれ適正な都市機能を維持・誘導することによ

り、各地域にふさわしい拠点づくりを目指します。 

コンパクト・プラス・ネットワークの形成により、少子高齢化・人口減少社会においても

持続可能なコンパクトシティの実現を目指します。 

 

基本方針３ 自然災害に強い安全安心な都市づくり 

災害対策を強化し、安全で安心して過ごせる都市空間の形成を目指します。 

災害リスク情報の提供等により、災害リスクのあるエリアへの居住抑制を図ります。 
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２．施策・誘導方針 

立地適正化計画における課題の解決及びまちづくり基本方針を進めていくための施策・誘導の方

針を以下のとおり設定します。 

（案） 

基本方針１ あらゆる年代の人々が交流する定住都市づくり 

【施策・誘導

方針】 

・日常生活における健康づくりや生きがいづくりなど、快適に住み続けられ

る環境づくり 

・子育て世代などの若い世代が、通勤や買い物などに困ることなく生活でき

る環境整備 

 

基本方針２ 新しい時代に対応したコンパクトな都市づくり 

【施策・誘導

方針】 

・都市施設等の適正配置や維持管理による財政負担の軽減、持続可能な市街

地の形成 

・拠点や公共交通施設の周辺を中心とし、歩いて活動等が可能となる公共交

通ネットワークの形成 

 

基本方針３ 自然災害に強い安全安心な都市づくり 

【施策・誘導

方針】 

・災害に備えたソフト・ハード対策が充実したエリアへの居住誘導、安全・

安心な生活環境の確保 

・地域住民が主体となった持続的な防災取組体制の形成 

 

 

 


